
セ
ーー

T
M
H
文
の
剤
A
H
に
よ
り
代
金
を
以
て
上
納
を
命
じ
た

一
の
引
上
を
行
は
ん
と
し
た
。
そ
の
日
刷
新
は
十
日
川
文

が
、
滞
米
政
務
多
仙
怖
の
際
之
が
れ
行
を
児
ず
し
て
止

一
五
民
文
・
一

n文
・
況
引
文
・三
副
文
・ニ
}円
文
・
百
文
・

ん
だ
。
今
存
ず
る
加
越
能
三
-河
泌
別
・
況
判
泌
周
及

一
五
十
文
で
あ
っ
た
。
次
い
で
問
年
収
元
以
後
亦
粗
製

ぴ
七
宵
泌
問
と
あ
る
天
保
泌
首
相
川
の
判
例
州
代
は
、
こ

一
の
新
銭
札
を
制
し
た
が
、
二
年
十
且
三
日
明
治
元
年

の
川
仰
に
先
だ
っ
て
試
製
し
た
も
の
で
あ
ら
う。

一
に
波
行
し
た
銭
札
に
し
て
紙
に
拠
入
な
き
も
の
L
蛇

ゼ
ニ
ガ
ツ
カ

銭
ヶ
塚
鴎
主
制
併
民
と
叩
と
の

一
遺
多
き
が
放
に
、
先
に
附
印
を
服
し
た
十
日
H
文
以
下

債
な
る
方
丸
米
一
一
向
さ
一
五
米
許
の
角
閃
安
山
岩
で
、

一
五
百
文
の
銭
札
は
悉
〈
十
一

且
十
五
日
以
前
に
引
換

方
政
閉
山
理
の
奇
慨
を
皇
し
、
的
中
に
突
川
ず
る
こ
と

一
配
下
す
ぺ
〈
、
十
六
日
以
後
は
泌
問
中
、
禁
止
す
と
令

一
一
泊
米
配
川
、
上
に
小
嗣
が
あ
る
o
銭
♂
棋
は
ま
た
銭

一
し
、
三
年
六
月
十
二
日
十
町
文
の
銭
札
を
隠
し
て
一
一
一

探
訪
〈
ゼ
Y

ヅ
カ
イ
ハ
〉
と
も
い
ひ
、
地
附
に
は
拍
世
田
棺

一
民
文
・
二
口
文
を
加
へ
、
七
且

X
明
治
元
年
後
行
桜

山
訂
の
文
字
を
用
ひ
で
あ
る
。
能
積
名
跡
志
に
、
『
此

一
人
の
な
い
三
行
文
以
下
五
十
文
の
銭
札
は
本
年
九
且

山
(巾
山
)
の
脱
少
し
殴
れ
て
、
桜
中
に
銭
限
と
て
小

一
を
限
り
泌
用
を
禁
止
す
と
し
た
。
附
し
て
伐
除
の
銭

防
あ
り
。
誠
に
銭
を
尉
み
た
る
や
う
に
杉
な
り
の
小

一
札
は
四
年
版
滞
と
共
に
大
脱
皮
刊
布
謹
に
基
づ
き
、
七

品
な
り
。
色
々
物
訴
あ
り
。
』
と

記

さ

れ

る

。

一

月

十
四
日
に
於
け
る
銭
貨
と
の
樹
お
に
従
ひ
追
っ
て

ゼ
ユ
ザ
ツ

銭
札
〈加
到
拙
附
)
(
一
〉
川
台
所
設
行

一
引
換
へ
ら
る
べ
き
こ
と
を
告
げ
、
H
っ
そ
の
柑
必
を

の
預
銭
乎
形

l
加
到
滞
で
は
文
政
八
年
六
且
銭
代
少

一
示
し
、
十
一
一
月
太
政
官
も
直
に
同
一
の
館
山
田
を
宿
述

〈
、
磁
辿
の
似
を
敏
い
た
か
ら
、
初
め
て
町
品
目
前
で

一
し
た
が
、
地
方
人
は
何
れ
も
法
令
を
投
開
申
せ
ず
、
任

御
釘
用
制
婦
の
加
印
を
削
師
、

一
口
文
・
五
刊
文
・刊
文
・

一
訟
の
似
桁
に
よ

0
泌
則
し
た
。
依
っ
て
石
川
照
は
一
泊

五
十
文
の
預
銭
手
形
を
綬
行
し
た
が
、
設
九
年
四
且

一
年
八
Hn
一川
金
伸
明
山
元
大
器
寺
滞
新
促
比
較
泌
仰
と
組

制
沼
日
を
限
り
之
を
阪
止
し
た
。
然
る
に
同
年
銭
制

一
し
た
加
子
を
品
同
行
し
て
、
四
く
そ
の
比
純
を
知
ら
し

刻
一
作
び
限
目
し
た
の
で
、
部
札
に
刷
印
を
加
へ
て
十

一め
、
次
い
で
六
年
配
且
太
政
官
夜
行
の
新
札
と
交
換

二
万
品
川
六
日
以
降
父
之
を
油
別
L
、十
年
六
月
停
止
、

一
を
州
始
し
、
部
鎚
札
は
六
月
十
日
を
限
っ
て
泌
用
を

七
月
二
十
日
ま
で
に
政
鋭
手
形
と
交
換
す
る
こ
と
h

一
銭
止
し
た
。

し

た

。

一

合
一
〉
繭
替
所
夜
行
の
預
銭
手
形

l
天
保
入
年
銭
代
大
一

に
円
増
臨
し
、
そ
の
杭
泌
す
る
も
の
次
第
に
少
〈
、
樹

一

佐
川
町
等
殆
ど
倍
架
す
る
を
得
ぬ
や
う
に
な
っ
た
か

一

ら
、
滞
に
紛
う
て
百
文
よ
り

一
見
文
に
主
る
預
銭
手
一

形
を
波
行
し
た
が
、
後
銀
貨
の
相
場
下
古
川
す
る
に
主

一

っ
て
止
め
た
。

一

合
一
〉
滞
殻
行
の
銭
札

l
川
治
元
年
政
府
は
相
酬
の
泊
周
一

を
挺
し
た
か
ら
、
五
月
加
白
滞
は
銭
札
を
緩
行
し
、

一

銭
札
百
文
を
鋭
札
一
匁
の
比
例
と
し
て
、
漸
次
鉛
札

一

ゼ
ニ
サ
ツ

銭
札
ハ
大
山
古
寺
滞
〉

大
山
町
寺
滞
に
於

け
る
銭
手
形
の
開
設
行
は
、
天
明
六
年
十
二
且
十
七
日

米
手
形
の
名
で
行
は
れ
、
元
締
役
梶
谷
川
県
兵
衛
・角

刊
行
県
市
郎
・御
門
付
引
開
訴
助
等
を
し
て
郡
に
常
ら

し
め
た
が
、
究
政
十
一
年
四
且
川
和
府
か
ら
停
止
の
命

に
援
し
、
同
且
十
二
日
で
止
め
た
。
次
い
で
同
年
七

且
米
札
を
銭
手
形
と
改
め
て
百
円
袋
行
し
、
文
化
二
年

五
且
に
は
新
札
に
銭
紗
二
字
の
印
を
抑
し
た
こ
と
も

あ
る
。
滞
宋
に
於
け
る
銭
札
の
積
額
は
五
民
文
・一

口
文
・茄
百
文
士
一
一白
文
・二
百
文
・
百
文
・
沼
十
文
・
二

四
六
五

十
文
・4
1M
凡で
、
明
治
六
年
五
且
に
京
U
悉
く
政
府

一
紗
L
、
附
怖
を
栄
と
し
て
家
を
銭
肢
と
脱
し
た
。
一
一

品
目
行
の
新
紙
幣
と
交
換
を
了
し
た
。

一
代
五
兵
術
を
終
て
、
三
代
市
兵
衛
に
子
が
な
か
っ
た

ゼ
-
一
生
セ
イ

鋒
回
青

沼

務
依
屋
鋼
師
、
手
は

一
か
ら
、
三
右
衛
門
そ
養
子
と
し
た
が
、
白
子
揃
吉
郎

鋼
輔
、

-mと
蹴
し
た
。
金
団
仲
の
間
以
人
で
、
白
銀
関

一
を
得
る
に
及
ん
で
三
右
衛
門
に
別
家
を
起
さ
し
め

を
黙
ね
た
が
、
湖
雄
知制服
に
し
て
鍛
訟
を
好
み
、
総
一
た
。
菊
吉
印
刷
後
に
五
兵
衛
と
い
ひ
、
初
め
て
航
海
を

田
章
・森
西
附
等
と
交
り
て
尤
も
詩
を
務
〈
し
た
。

一
撲
と
し
た
。
そ
の
良
子
に
見
(
三
兵
衛
が
あ
り
、
二
子

天
保
三
年
夜
、
官
千
年
六
十
.
ニ
。
門
人
亀
山
攻
、
そ
の
一
に
五
兵
衛
が
あ
っ
た
。
こ
の
五
兵
衛
が
亦
分
家
を
起

拙
稿
を
刊
行
し
た
。

一
し
て
、
茂
助
が
之
に
裂
い
だ
。
茂
助
安
永
二
年
十
一

ゼ
ニ
ヤ
イ
ツ
ケ
ン

銭
屋

一
件
一
加
。

狩
し
く

一
周
刑
羽
目
に
生
ま
れ
、長
じ
て
V
〈
五
兵
衛
と
い
う
た
。

は
加
州
石
川
端
宮
之
腹
加
銭
屋
一
件
と
凶
し
、
前
回

一
…
滞
政
末
期
の
議
開
と
し
て
附
に
川
町
併
せ
ら
れ
る
も
の

領
珍
設
の
外
組
を
持
つ
も
の
と
大
同
小閉
山
で
あ
る
。

一
即
ち
廷
で
あ
る
。

こ
の
間
聞
は
江
戸
で
の
問
訟
で
、
箆
屋
一
カ
兵
衛
致
留
の

一
合
一
〉
枇
年
の
一
九
兵
衛

l
五
兵
術
の
引
年
以
前
の
悩
Mm

原
凶
を
外
凶
貿
易
に
よ
る
と
し
、
流
山
吋
郁
刊
の
暴
山
由

一
に
就
い
て
は
一
向
知
ら
れ
て
陪
な
い
。
少
時
間
部
架

す
る
や
、
そ
の
辿
採
で
あ
っ
た
放
を
以
て
、
滞
士
官
昭

一
耐
の
泌
W
仰
木
屋
に

仕
へ
て
昭
栄
の
見
討
を
し
て
町

駅
叫
山
間
以
下

十
一
人
が
倍
院
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
い

一
ーり
、
天
明
六
年
主
人
際
右
衛
門
が

mに
よ
っ
て
獄
中

ひ
、
又
銭
屈
の
捕
前
財
及
び
船
舶
の
数
等
宇
一
期
げ
で
あ

一
に
燃
が
れ
た
時
生
家
に
郎
っ
た
ら
し
〈
、
説
七
年
抑
止

る
が
、
悉
く
服
儒
の
み
で
あ
る
。

一
の
隠
践
に
よ
っ
て
そ
の
後
を
交
け
た
。
一

一向
従
液
加

ゼ
=
ヤ
カ
ン
チ

銭
屋
兵
-
維

J
ミ
ヤ
ザ
キ
ヨ
シ

一
一四
・
格
税
の
姐
防
川
出品
目は
、
皆
大
坂
以
問
中
凶

・
九

ツ
ナ
宮
附
滋
綱
。

一
州
に
拙
巡
す
る
も
の
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一台
共
術
の

ゼ
ユ
ヤ
キ
h
F
ロ
ウ
銭
屋
喜
太
郎
苛
比
衡
の
長
一
父
は
市
郎
・神
科
・稲
航
等
の
航
怖
に
従
ひ
、
今
の
五

子
。
闘
は
保
平
、
字
は
子
目
目
。
そ
の
疑
獄
明
件
に
関

一
兵
衛
に
な
っ
て
は
、
日
入
の
所
有
し
た
防
舶
と
、
木回国

す
る
こ
と
は
、
出
兵
衡
の
侠
に
犯
し
た
。

開由
太
郎
、

一
で
練
惜
し
た
手
腕
と
に
よ
っ
て
、
犯
に
償
提
各
地
に

そ
の
女
ち
か
の
代
牢
を
阪
う
た
キ
心
に
よ
っ
て
、
安

一
郎
川
町
し
た
。
こ
の
際
加
引
滞
は
倒
を
肥
料
に
別
ひ
る

政
四
年
十
ご
且
官
四
日
特
に
出
獄
を
許
さ
れ
た
が
、

て
」
と
の
料
拾
を
仰
い
た
の
で
、
一
治
兵
術
は
そ
の
所
有
船

底
併
に
よ
っ
て
迭
に
病
を
渡
し
、
元
治
元
年
越
中
城

一
を
悉
〈
松
前
に
航
せ
し
め
て
千
創
を
恰
入
L
、
大
に

削
川
町
議
徳
寺
に
穏
で
ん
と
す
る
途
次
、
そ
の
来
っ
た

一
利
命
を

mし
た
ら
し
い
。

相
尚
徳
の
巾
に
自
M
A

し
た
o
喜
太
郎
例
句
を
好
み
て
小山

一
ハ
三
〉
老
後
の
五
兵
衛

l
文
政
九
年
抗
兵
衛
は
五
十
四

組
と
蹴
L
、
晩
年
荷
汀
又
は
竿
林
子
に
改
め
、
所
思

一
訟
で
退
老
し
、
家
を
十
九
段
の
長
男
恕
太
郎
に
部
つ

を
拾
怒
川
又
は
育
課
悶
・
深
閑
・町
四
郎
舎
・
英
築
館
と

一
て
、
そ
の
後
見
を
し
て
居
た

o
m川・協
の
財
政
大
に

い
う
た
o

一
目
的
乏
し
、
資
金
の
訓
建
を
底
割
民
に
命
じ
た
が
‘
銭

ゼ
ニ
ヤ
ゴ
へ

Z

銭
屋
五
兵
衛
〈一〉
悦
系
|
五
兵

一同
国
も
文
政
九
年
と

十
三
年
に
そ
の
命
を
受
け
て
自

衛
の
先
は
能
楽
部
治
水
村
の
良
か
ら
出
た
。
五
兵
衛

一司令
。
特
に
天
保
四
五
年
の
凶
数
以
後
は
辿
年
多
額
の

況
代
の
組
前
水
屋
市
兵
衛
の
時
限
を
石
川
榔
宮
腰
に

一
一
制
鐙
を
裂
し
た
の
と
、
十
年
に
密
扱
上
の
既
設
が
あ


